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・既設の占用物件の撤去・移設に要する費用
・占用物件の新設に要する追加的費用

・個別業法に定められた水準以上の点検等を追加的に求めるものではないため、これにより追加的に生じる費用は基本的に想定されない。

・報告徴収及び立入検査に対応するための費用

・占用の禁止又は制限を行う区域の指定等の実施事務に要する費用

・適切に維持管理を行っていない者に対する措置命令の実施等に要する費用
・道路占用者が適切に維持管理を行っていることの確認に要する費用

・報告徴収及び立入検査の実施に要する費用

規制の新設、改正

担当部局

（１）歩道における占用の禁止又は制限

【規制の内容】
（１）道路管理者は、幅員が著しく狭い歩道について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合に、道路の占用の禁止又は制限を
行うことができることとする。　（道路法第３７条関係）
（２）道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、占用物件の維持管理をしなければならないこととするとともに、道路管理者は、道路占用者が当該基準
に従っていないと認めるときは、措置命令ができることとする。（道路法第３９条の８等関係）
（３）道路管理者は、道路法に基づく占用許可や自動車専用道路における連結許可等、道路法に基づく許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告徴収・
立入を行うことができることとする。（道路法第７２条の２関係）

（１）歩道における占用の禁止又は制限
（２）占用物件の維持管理義務の創設
（３）道路法上の許可等に係る報告徴収・立入検査制度の拡充

（遵守費用）

（２）占用物件の維持管理義務の創設

（３）道路法上の許可等に係る報告徴収・立入検査制度の拡充

規制の区分

規制の事前評価書（要旨）

法律又政令の名称

評価実施時期

規制の目的、内容及び必要性等

直接的な費用の把握

（３）道路法上の許可等に係る報告徴収・立入検査制度の拡充

（行政費用） （１）歩道における占用の禁止又は制限

（２）占用物件の維持管理義務の創設

規制の名称



副次的な影響及び波及的な影響の
把握

（１）歩道における占用の禁止又は制限
・災害が起きた際に、幅員が狭い歩道において電柱が倒れ、歩行者と接触し、死傷者もでかねない事故等の発生を防止することができる。
・良好な景観形成に資する。

・道路法上の連結許可や、道路管理者以外の者による道路に関する工事の承認等の実効性を確保することができる。
・占用物件の維持管理義務等の実効性を確保することができる。

（３）道路法上の許可等に係る報告徴収・立入検査制度の拡充
・本規制の導入には、報告及び検査に対応するための費用である遵守費用及び報告徴収及び立入検査の実施に要する費用である行政費用が見込まれる。
・一方で、道路法に基づく占用許可や自動車専用道路に係る連結許可、道路管理者以外の者による道路に関する工事の承認等に係る条件等の遵守状況等に
ついて、報告徴収・立入検査により正確に把握・確認できるようになり、許可等の実効性を確保することができる。さらに、占用物件の維持管理の実施状況等につ
いて、報告徴収・立入検査により正確に把握・確認できるようになり、占用物件の維持管理義務等の実効性を確保することができるなど、大きな効果を期待でき
る。
・このため、効果が費用を上回ると考えられることから、当該規制案を導入することが適当である。

（１）歩道における占用の禁止又は制限

（３）道路法上の許可等に係る報告徴収・立入検査制度の拡充

（１）歩道における占用の禁止又は制限
・本規制の導入には、占用の禁止又は制限を行った道路における既設の占用物件の撤去に要する費用等の遵守費用及び占用の禁止又は制限を行う区域の指
定等の実施事務に要する費用等の行政費用が見込まれる。
・一方で、幅員が著しく狭い歩道において、歩道拡幅等が困難な場合であっても、占用の禁止又は制限を行うことにより、歩行者や車いす利用者の安全かつ円滑
な通行を確保することができることに加え、占用物件がある幅員の狭い歩道における、歩行者と自動車や自転車等による交通事故を防止することができるなど、
大きな効果を期待できる。
・当該規制案は、災害時の電柱の倒壊等による事故等の発生を防止し、さらに、良好な景観形成に資するため、地域全体の文化的価値が向上し、観光客の誘致
の一因になり得る等といった副次的な効果も想定できる。
・このため、効果が費用を上回ると考えられることから、当該規制案を導入することが適当である。

（２）占用物件の維持管理義務の創設
・本規制の導入には、道路占用者に要する占用物件の維持管理費用等の遵守費用としては追加的に生じる費用は基本的には見込まれず、適切に維持管理を
行っていない者に対する措置命令等に要する費用等の行政費用の発生のみが見込まれる。
・一方で、道路陥没等の、場合によっては死傷者もでかねない事故の未然防止を図ることができるともに、道路陥没等により道路の交通機能が阻害されることを
防止することができる。これらの効果は、道路の安全かつ円滑な通行を確保する上で非常に重要である。
・このため、効果が費用を上回ると考えられることから、当該規制案を導入することが適当である。

直接的な効果（便益）の把握

費用と（便益）の関係

・占用物件の維持管理が適切に実施されないことに起因する占用物件の破損等により、道路の陥没や、路面下空洞が生じたりすることを防止することができる
等。

（２）占用物件の維持管理義務の創設

・幅員が著しく狭い歩道における、歩行者や車いす利用者の安全・円滑な通行確保、歩行者と自動車や自転車等による交通事故の防止。



（２）占用物件の維持管理義務の創設
【代替案の内容】
・道路管理者は、道路占用者に対して、占用物件を適切な頻度で維持管理をすべき旨の指導を徹底して行うこととする。
【費用】
遵守費用
・道路占用者に要する占用物件の維持管理費用
・今般新設する占用物件の維持管理義務は、点検等の頻度・方法について、通常行われるべき水準の点検等（個別業法により点検等の水準が定められている
場合には当該水準の点検等）が実施されていれば、道路の構造若しくは交通への支障又はそのおそれが生じない限り、道路法上の維持管理義務違反とはなら
ないものと考えているところであり、本規制案により追加的に費用が生ずることは基本的には想定されない。
行政費用
・道路占用者に対する指導を徹底するための啓発活動に要する費用を負担することとなる。
【効果（便益）】
・道路占用者が、適切な頻度で占用物件の維持管理を行うようになり、下水道の老朽化による路面陥没等の道路構造の損傷防止に資することができる。
・ただし、占用者の任意の対応によるため、実効性は限定的である。
【規制案と代替案の比較】
・代替案においても、道路構造の損傷防止等に一定程度資すると考えられるが、道路管理者の指導に従うか否かは、道路占用者の判断によるため、代替案の実
効性の確保は十分でない。
・この点、規制案については、道路管理者は、道路占用者が基準に従って維持管理を行っていないと認めるときは、措置命令ができることとしており、道路占用者
による、適切な基準に則った適切な頻度での占用物件の維持管理が担保されるため、より効果的な措置を講ずることができる。
・このため、代替案よりも、規制案の方が優れていると考えられる。

代替案との比較 （１）歩道における占用の禁止又は制限
【代替案の内容】
・道路管理者は、占用許可申請者（義務占用物件については、工事計画書を提出した者。以下単に「占用許可申請者」という。）に対し、幅員の著しく狭い歩道に
おける占用がなされないよう、占用の場所について指導を行うこととする。
【費用】
遵守費用
・他の場所への占用物件の移設又は新設に要する追加費用が生じる。
行政費用
・占用許可申請者への指導に要する費用が生じる。
【効果（便益）】
・幅員が著しく狭い歩道において、歩行者や車いす利用者の安全かつ円滑な通行を確保すること
ができる。
・幅員が著しく狭い歩道における、歩行者と自動車や自転車等による交通事故を防止することができる。
・ただし、占用者の任意の対応によるため、実効性は限定的である。
【規制案と代替案の比較】
・代替案においても、歩道における交通の安全かつ円滑を図る上で一定の効果が見込まれるものの、占用許可申請者が、幅員の著しく狭い歩道において占用を
行わないように強制することまではできず、その効果は限定的なものとする。
・この点、規制案については、道路管理者が占用の制限又は禁止を行うこととしており、当該制限又は禁止に違反した者には、監督処分等を行うことも想定される
ことから、実効性が担保され、より効果的な措置を講ずることができると考えられる。
・このため、代替案よりも、規制案の方が優れていると考えられる。



（３）道路法上の許可等に係る報告徴収・立入検査制度の拡充
【代替案の内容】
・道路管理者は、占用許可を受けた道路占用者に対してのみ、道路管理上必要な報告徴収・立入を行うことができることとする（道路法に基づく他の許可等を受
けた者は、報告徴収・立入検査の対象としないこととする。）。
【費用】
遵守費用
・報告徴収及び立入検査に対応するための費用が生ずることが想定されるが、必要な場合に限り、報告徴収及び立入検査を行い、定常的に行うことは想定され
ないため、当該費用は軽微であると考えられる。
行政費用
・報告徴収及び立入検査の実施に要する費用の発生が見込まれる。
【効果（便益）】
・道路管理者は、占用物件の維持管理の実施状況等について、報告徴収・立入検査により正確に把握・確認できるようになり、占用物件の維持管理義務等の実
効性を確保することが期待できる。
【規制案と代替案の比較】
・代替案においても、占用物件の維持管理義務等の実効性を確保することが期待できる。
・一方で、規制案については、自動車専用道路における連結許可や道路に関する工事の承認を受けた者に対しても、道路管理上必要な報告徴収・立入を行うこ
とができることとしているところ、連結許可制度は自動車専用道路における交通の高速化・円滑化を図る上で重要な制度であり、また、工事承認についても、当該
工事がなされた後は道路管理者が当該道路の管理を行うこととなるため、当該工事による道路管理上の支障の発生を防ぐことが非常に重要である。このため、
これらについても報告徴収・立入検査の対象とする規制案の方が、適切な道路管理の実現を図る上でより効果的である。
・このため、代替案よりも、規制案の方が優れていると考えられる。

事後評価の実施時期等 当該事前評価書記載の各規制については、規制改革実施計画（平成26年6月24日閣議決定）を踏まえ、施行から5年後（平成35年度）に事後評価を実施する。
【指標等】
（１）歩道における占用の禁止又は制限
・歩道のある道路で対面・背面通行中に発生した歩行者と自動車や自転車等による交通事故件数
（２）占用物件の維持管理義務の創設
・道路における占用物件に起因する路面陥没発生件数
（３）道路法上の許可等に係る報告徴収・立入検査制度の拡充
・道路における占用物件に起因する路面陥没発生件数


